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競争入札参加資格審査申請書
（標準様式）
記載要領





１　基準日
　　申請資料の記載事項の基準日は、競争参加資格審査の申請をしようとする日の直前の営業年度の終了日（ただし､｢営業所一覧表」については申請日現在）とすること。

２　様式の形式
様式の形式（Excel形式）については、PDF等の他の形式に変更せずに使用すること。

３　様式１　競争入札参加資格審査申請書の作成方法
(１)　英数字については、半角で入力すること。

(２) 「03 商号又は名称」欄における株式会社等法人の種類を表わす文字については、下表の略号を用いること。
なお、下表の区分に該当しない法人については、様式上の略号を記載する（　）を空欄とし、右欄に略称表記をせずに記載すること。
	種類
	株式
会社
	有限
会社
	合資
会社
	合名
会社
	協同
組合
	協業
組合
	企業
組合
	合同
会社
	有限責任
事業組合
	経常建設共
同企業体

	略号
	（株）
	（有）
	（資）
	（名）
	（同）
	（業）
	（企）
	（合）
	（責）
	（共）

	種類
	一般財団
法人
	一般社団
法人
	公益財団
法人
	公益社団
法人
	特例財団
法人
	特例社団
法人

	略号
	（一財）
	（一社）
	（公財）
	（公社）
	（特財）
	（特社）



(３) 「05 代表者氏名」欄について、ミドルネームを持つ申請者については、「姓」欄にラストネーム、「名」欄にファーストネーム及びミドルネームを記載すること。また、この方法によることができない場合には、全てを「姓」欄に記載すること。
　　　なお、本様式におけるその他の氏名欄についても同様に記載すること。

(４) 「06 本社（店）電話番号」欄及び「10 担当者電話番号」（必要があれば内線番号）欄における市外局番、市内局番及び番号については、（  ）を用いずに、数字のみを記載すること。

(５)  ｢11 担当者メ－ルアドレス」欄については、申請先地方公共団体からの種々の連絡に対応でき得るアドレスを記載すること。

(６)　｢12 代理申請時使用欄」は、行政書士が代理申請する場合に使用すること。なお、申請者の従業員が代表者に代わって申請書を提出する場合は本欄への記載は不要であること。

(７)　｢13 外資状況」欄については、外資系企業（日本国籍会社を含む｡）の場合に、該当する会社区分に「○」を記載するとともに、［ ］内に外国名を、（ ） 内に当該国の資本の比率をそれぞれ記載すること。外資がない場合には、「外資なし」欄に「○」を記載すること。
なお、「３ 日本国籍会社｣（外資比率：100％）とは100パ－セント外国資本の会社を、「４ 日本国籍会社」とは一部外国資本の会社をそれぞれいう。

(８)　｢14 営業年数」欄には、登録を希望する業種に係る事業の開始日（複数の業種を希望する場合は最も早い開始日）から基準日までの期間（１年未満切り捨て）を記載すること。ただし、この間に当該事業を中断した期間がある場合には、これを除いた期間（１年未満切り捨て）を記載すること。

(９) 「15 常勤職員の人数（人）」欄について、「① 技術職員」及び「② 事務職員」の各欄には、基準日の前日において常時雇用している従業員のうち、専ら登録を希望する業種に従事している職員の数を記入し、「③ その他の職員」欄には、それ以外の職員数で法人にあっては常勤役員の数を含めたものを、個人にあっては事業主を含めたものをそれぞれ記載すること。また、「④ 計」欄に①～③の合計人数を記入し、「⑤ 役職員等」欄に常勤役員又は事業主の数を内数で記載すること。

(10)　「16 設立年月日（和暦）」欄については、登記事項証明書記載の設立年月日を記載すること。なお、個人の場合には記載を要しないこと。

(11)　「17 みなし大企業」欄については、中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項第１号に規定する中小企業のうち、発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業、発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業、大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業のいずれかに該当する中小企業（みなし大企業）は、「下記のいずれかに該当する」欄に「○」を記載し、上記に該当しない場合は「該当しない」欄に「○」を記載すること。

４　様式２－１　経営状況調査表の作成方法
(１)　「18 自己資本額」欄については、次により記載すること。
ア　「① 株主資本」欄には、払込済資本金に新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式申込証拠金を加え自己株式を減じた額（百円単位は四捨五入）を記載すること（有限会社である場合においては、出資払込金、出資申込証拠金の額）。外資系企業の場合には、「① 株主資本」欄の下段（ ）内に外国資本の額を内数で記載すること。
組合の場合は組合の基本財産と組合員の払込資本金に利益剰余金を加えた額の合計額を記載すること。
また、個人（所得税青色申告決算書により確定申告を行う者）の場合は、確定申告控えにある貸借対照表から、（事業主借＋元入金＋青色申告特別控除前の所得金額）－事業主で算出した金額を個人事業者における「株主資本」とすること。その他、評価・換算差額等、新株予約権という概念が個人事業者の財務諸表にないため、「④ 計」欄には同じ金額が入ること。
なお、個人（所得税の確定申告書Ｂにより確定申告を行う者）の場合は、確定申告書から確認できないため、自己資本額は「0」での申請となること。

イ　「② 評価・換算差額等」欄には、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、土地再評価差額金があった場合には、その合計の額を記載すること。

ウ　「③ 新株予約権」欄には、新株予約権があった場合にはその額を記載すること。

(２)　 ｢19 経営状況（流動比率）」欄の「① 流動資産」及び「② 流動負債」の各欄は、直前１年度分決算によって記載すること（百円単位は四捨五入）。
｢③ 流動比率」欄は、それぞれ小数点以下第二位の数値を四捨五入して小数点以下第一位までの数値を記載すること。

(３)　「20 営業に関する許可・認可・登録等」欄については、許可・認可・登録等の名称、許可等番号及び許可等期限を記載すること。

(４)　「21 営業年数の詳細」の「④営業年数」欄の年数は、｢14 営業年数」欄の年数と一致させること。

５　添付資料の作成方法
※　添付資料のうち官公署が行った証明資料については、内容が鮮明である場合に限り、写し　　によって差し支えないこと。
※　なお、公的機関の証明書については、申請日より３ヶ月前までのものを有効とすること｡
(１)　添付資料
　　添付書類については、別表１の添付書類欄に掲げるものを提出すること。
　当年度において府中町に競争入札参加資格を有している場合は、その参加資格審査申請の際に提出した書類について、再度の提出を省略することができること。（申請日から３ヶ月より前に提出した書類も省略可）また、その場合は、任意の様式をもって、提出書類の省略を行う旨を申し出ること。
　　ア　営業所一覧表（様式２－２）
この様式については申請日現在で作成するとともに、様式の末尾にある記載要領に従って記載すること。
なお、記載欄が不足する場合には、同一の様式を用いて２頁目以降を作成すること。

イ　登記事項証明書（法人）又は身分証明書（個人）
登記事項証明書とは、商業登記法（昭和38年法律第125号）第６条第５号から第９号に規定する株式会社登記簿等に記録されている事項を証明した書面（同法第10条に規定する書面をいう。）をいい、法人が提出すること。提出する登記事項証明書の種類は、「履歴事項全部証明書」とすること。
申請者が外国事業者の場合は、登記事項証明書に代えて、当該国の管轄官庁又は権限のある機関の発行する書面とすることができること。
また、申請者が個人の場合は、本籍地のある市区町村が発行した身分証明書を提出すること。

ウ　財務諸表類の写し（１年分）
申請者が自ら作成している直前１年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び利益金処分（損失処理）計算書（個人にあっては、確定申告時に提出する資料）をいうこと。
会社法及び会社計算規則により計算資料を作成する法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書をいうこと。

エ　府中町税の納税証明書
府中町税の滞納がないことを証した納税証明書をいうこと。
府中町税が課税されていない場合、提出は不要であること。
また、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けたことにより、府中町税の徴収猶予を受けている事業者については、猶予の特例が認められていることが確認できる書類（猶予許可通知書の写し）を提出すること。

　　オ　消費税及び地方消費税の納税証明書
管轄税務署が発行する未納がないことを証明する書面（納税証明書その３、その３の２、その３の３のいずれか）をいうこと。
課税されていない場合も提出すること。
また、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けたことにより、消費税の納税猶予を受けている事業者については、猶予の特例が認められていることが確認できる書類（猶予許可通知書の写し）を提出すること。

カ　委任状（代理人により申請する場合）（様式３－１）
代理人による申請をする場合には、申請者の代表者から競争参加資格審査の代理申請をする権限について委任する旨を明記した委任状を作成して提出すること。（正本を提出すること。）
なお、委任状の要件は以下のとおり。
(ア)　委任状の日付が申請から３ヶ月以内のものであること

(イ)　委任の範囲が具体的に記載してあること（ただし、資格決定通知書の受領の権限を委任することはできない。）

(ウ)　受任者が行政書士の場合は、登録番号（行政書士証票の番号）の記載があること
　　  
(エ)　委任者・受任者の氏名、住所の記載があること

カ　委任状（契約権限等を委任する場合）（様式３－２）
契約権限等を委任する場合には、申請者の代表者から契約権限等について委任する旨を明記した委任状を作成して提出すること。（正本を提出すること。）
なお、委任状の要件は以下のとおり。
(ア)　委任状の日付が申請から３ヶ月以内のものであること

(イ)　委任の範囲が具体的に記載してあること
　　  
[bookmark: _GoBack](ウ)　委任者・受任者の氏名、住所の記載があること

キ　暴力団排除に関する誓約書（様式４）
　　申請者の住所、社名、代表者氏名及び生年月日を記載すること。

ク　営業に関し法律上必要な許可、認可、登録等の証明書の写し
申請者が取得している営業に関し、法令等の定めにより必要とする許可、認可、登録等の証明書の写しを提出すること。

ケ　その他、必要に応じて定めた参加資格要件を確認するために必要な証明書等の写し
別表１の添付書類欄のうち、アからクに掲げるもののほか、当該入札で定めた参加資格要件を確認するために必要な証明書等の写しを提出すること。
